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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】冷暖房機能を備える除湿機の提供。
【解決手段】除湿機はケース３１０、第一ファン３２０
、第二ファン３３０、冷凍循環モジュール３４０、ダク
ト組及びスイッチゲート組を備え、冷凍循環モジュール
３４０はケース内に配置し、蒸発器３４２とコンデンサ
ー３４４を備え、ケースは第一進風口３１１、第二進風
口３１２、第一出風口３１３、第二出風口３１４及び第
三出風口３１５を備え、蒸発器は第一ファンと第一進風
口との間に配置し、コンデンサーは第二ファンと第二進
風口との間に配置し、第一ダクト３５０ａは第一ファン
と第一出風口とに連接し、第二ダクト３５０ｂは第一フ
ァンと第二出風口とに連接し、第三ダクト３５０ｃは第
一ファンとコンデンサーとに連接し、第四ダクト３５０
ｄは第二ファンと第一出風口とに連接し、第五ダクト３
５０ｅは第二ファンと第三出風口とに連接し、スイッチ
ゲート組はこれらダクトを開放或いは閉鎖する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ケース、第一ファン、第二ファン、冷凍循環モジュール、ダクト組、スイッチゲート組
を備え、
前記ケースは第一進風口、第二進風口、第一出風口、第二出風口及び第三出風口を備え、
前記第一ファンは前記ケース内に配置し、
前記第二ファンは前記ケース内に配置し、
前記冷凍循環モジュールは前記ケース内に配置し、前記冷凍循環モジュールは蒸発器、コ
ンデンサー、圧縮ユニット、膨脹ユニットを備え、
前記蒸発器は前記第一ファンと前記第一進風口との間に配置し、
前記コンデンサーは前記第二ファンと前記第二進風口との間に配置し、
前記圧縮ユニットは前記蒸発器と前記コンデンサーとの間に連接し、
前記膨脹ユニットは前記蒸発器と前記コンデンサーとの間に連接し、しかも冷媒は順番に
前記圧縮ユニット、前記コンデンサー、前記膨脹ユニット及び前記蒸発器の間において封
鎖運行し、
前記ダクト組は前記第一ファン、前記第二ファン、前記第一出風口、前記第二出風口、前
記第三出風口と前記コンデンサーに連接し、
前記スイッチゲート組は前記ダクト組を開放或いは閉鎖することを特徴とする冷暖房機能
を備える除湿機。
【請求項２】
　前記ダクト組は第一ダクト、第二ダクト、第三ダクト、第四ダクト、第五ダクトを備え
、
前記第一ダクトは前記第一ファンと前記第一出風口とに連接し、
前記第二ダクトは前記第一ファンと前記第二出風口とに連接し、
前記第三ダクトは前記第一ファンと前記コンデンサーとに連接し、
前記第四ダクトは前記第二ファンと前記第一出風口とに連接し、
前記第五ダクトは前記第二ファンと前記第三出風口とに連接し、前記スイッチゲート組は
前記第一ダクト、前記第二ダクト、前記第三ダクト、前記第四ダクトと前記第五ダクトを
開放或いは閉鎖することを特徴とする請求項１に記載の冷暖房機能を備える除湿機。
【請求項３】
　前記スイッチゲート組は第一スイッチゲート、第二スイッチゲート、第三スイッチゲー
ト及び第四スイッチゲートを備え、
前記第一スイッチゲートは前記第一ダクトを開放或いは閉鎖し、しかも前記第二スイッチ
ゲートは前記第二ダクトを開放或いは閉鎖し、前記第三スイッチゲートは前記第三ダクト
を開放或いは閉鎖し、
前記第四スイッチゲートが前記第四ダクトを開放する時、前記第四スイッチゲートは同時
に前記第五ダクトを閉鎖し、しかも前記第四スイッチゲートが前記第四ダクトを閉鎖する
時、前記第四スイッチゲートは同時に前記第五ダクトを開放することを特徴とする請求項
２に記載の冷暖房機能を備える除湿機。
【請求項４】
　前記除湿機が除湿モードである時、前記第一スイッチゲートは前記第一ダクトを閉鎖し
、前記第二スイッチゲートは前記第二ダクトを閉鎖し、しかも前記第三スイッチゲートは
前記第三ダクトを開放し、
前記第四スイッチゲートが前記第四ダクトを開放する時、同時に前記第五ダクトを閉鎖す
ることを特徴とする請求項３に記載の冷暖房機能を備える除湿機。
【請求項５】
　前記除湿機において、外界の空気は前記第一進風口から前記蒸発器に進入し、冷気を形
成し、
前記冷気は前記第一ファンにより前記第三ダクトへ送られ、前記コンデンサーに進入し、
しかも前記冷気は前記コンデンサーを冷却後、前記第二ファンにより前記第四ダクトへ送
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られ、前記第一出風口より外界へと放出され、
外界の空気は前記第二進風口より前記コンデンサーに進入し、熱気を形成し、前記熱気は
前記第二ファンにより前記第四ダクトへ送られ、前記第一出風口より外界へと放出される
ことを特徴とする請求項４に記載の冷暖房機能を備える除湿機。
【請求項６】
　前記除湿機が冷房モードである時、前記第一スイッチゲートは前記第一ダクトを開放し
、前記第二スイッチゲートは前記第二ダクトを閉鎖し、しかも前記第三スイッチゲートは
前記第三ダクトを閉鎖し、
前記第四スイッチゲートが前記第四ダクトを閉鎖する時、同時に前記第五ダクトを開放す
ることを特徴とする請求項３に記載の冷暖房機能を備える除湿機。
【請求項７】
　前記除湿機において、外界の空気は前記第一進風口から前記蒸発器に進入し、冷気を形
成し、前記冷気は前記第一ファンにより前記第一ダクトへ送られ、前記第一出風口より外
界へと放出され、
外界の空気は前記第二進風口より前記コンデンサーに進入し、熱気を形成し、前記熱気は
前記第二ファンにより前記第五ダクトへ送られ、前記第三出風口より外界へと放出される
ことを特徴とする請求項６に記載の冷暖房機能を備える除湿機。
【請求項８】
　前記除湿機が暖房モードである時、前記第一スイッチゲートは前記第一ダクトを閉鎖し
、前記第二スイッチゲートは前記第二ダクトを開放し、しかも前記第三スイッチゲートは
前記第三ダクトを閉鎖し、
前記第四スイッチゲートが前記第四ダクトを開放する時、同時に前記第五ダクトを閉鎖す
ることを特徴とする請求項３に記載の冷暖房機能を備える除湿機。
【請求項９】
　前記除湿機において、外界の空気は前記第一進風口から前記蒸発器に進入し、冷気を形
成し、前記冷気は前記第一ファンにより前記第二ダクトへ送られ、前記第二出風口より外
界へと放出され、
外界の空気は前記第二進風口より前記コンデンサーに進入し、熱気を形成し、前記熱気は
前記第二ファンにより前記第四ダクトへ送られ、前記第一出風口より外界へと放出される
ことを特徴とする請求項８に記載の冷暖房機能を備える除湿機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は除湿機に関し、特に冷暖房機能を備える除湿機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　除湿機の主要機能は冷凍循環システムにより空気乾燥の効果を達成するものである。図
１は公知の冷凍循環システムのブロックチャートである。図１に示すように、公知の冷凍
循環システム１００は蒸発器１１０、コンデンサー１２０、圧縮ユニット１３０及び膨脹
ユニット１４０を備える。圧縮ユニット１３０と膨脹ユニット１４０はそれぞれ蒸発器１
１０とコンデンサー１２０との間に連接し、封鎖循環回路を構成する。冷媒（図示なし）
は、圧縮ユニット１３０を経て加圧され、高温高圧の気態冷媒となり、コンデンサー１２
０に入る。次に、冷媒はコンデンサー１２０により冷卻され、膨脹ユニット１４０に入り
、低温低圧の液態冷媒となる。この後、冷媒は蒸発器１１０において蒸発し、再度圧縮ユ
ニット１３０に進入し、循環を完成する。
【０００３】
　上記したように、コンデンサー１２０は冷媒の通過により高温の状態となり、相対的に
、蒸発器１１０は冷媒の通過により低温の状態となる。空気が蒸発器１１０表面を通過す
る時には、空気の温度は露点以下まで下がるため、空気中の水分は蒸発器１１０表面にお
いて凝結し水滴となり滴下する。これにより、除湿の効果を達成する。
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【０００４】
　図２は公知の除湿機のブロックチャートである。図２に示すように、公知の除湿機２０
０はケース２１０、冷凍循環モジュール２２０、遠心ファン２３０及び貯水槽２４０を備
える。冷凍循環モジュール２２０は蒸発器２２２、コンデンサー２２４、圧縮ユニット２
２６及び膨脹ユニット２２８を備える。該項技術の習熟者にとっては容易に理解されるこ
とであるが、図示する各構成部材間の相対関係と位置は、構成部材の実際の位置ではない
。
【０００５】
　ケース２１０の側壁には進風口２１２を開設し、しかもケース２１０の上壁には出風口
２１４を開設する。蒸発器２２２は進風口２１２側辺に配置し、遠心ファン２３０は出風
口２１４下方に配置する。しかもコンデンサー２２４は蒸発器２２２と進風口２１２との
間に配置する。さらに圧縮ユニット２２６と膨脹ユニット２２８はそれぞれ蒸発器２２２
とコンデンサー２２４との間に連接し、封鎖循環回路を構成する。図中の圧縮ユニット２
２６と膨脹ユニット２２８は図示するのみで、実際の設置位置ではない。
【０００６】
　遠心ファン２３０を起動すると、進風口２１２から外界の空気を吸入し（図中では、点
線矢印により示す）、吸入した空気は方向を換え、出風口２１４から排出される。外界の
空気が進風口２１２から蒸発器２２２に進入すると、空気中の水分は蒸発器２２２表面に
おいて凝結し水滴となり滴下し、蒸発器２２２下方の貯水槽２４０に貯まり、これにより
、除湿の効果を達成する。続いて、空気は蒸発器２２２を通過し、さらにコンデンサー２
２４を通過し、コンデンサー２２４を冷却する。その後、遠心ファン２３０はコンデンサ
ー２２４を通過した空気を出風口２１４から排出する。
【０００７】
　しかし、一般の消費者は除湿機２００がより多くの機能（例えば、冷暖房機能等）を備
え、一台で多用途が達成されることを望んでいる。よって本発明は、従来の除湿機の上記
した不足に鑑みてなされたものである。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明が解決しようとする主要な課題は、除湿の機能を備える他に、冷房と暖房の機能
をも備える除湿機を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するため、本発明は下記の冷暖房機能を備える除湿機を提供する。
除湿機はケース、第一ファン、第二ファン、冷凍循環モジュール、ダクト組及びスイッチ
ゲート組を備え、
該冷凍循環モジュールはケース内に配置し、蒸発器、コンデンサー、圧縮ユニット及び膨
脹ユニットを備え、
該圧縮ユニットと該膨脹ユニットはそれぞれ蒸発器とコンデンサーとの間に連接し、これ
により冷媒（ｒｅｆｒｉｇｅ ｒａｎｔ）は順番に圧縮ユニット、コンデンサー、膨脹ユ
ニット及び蒸発器の間で封鎖運行し、
該ケースは第一進風口、第二進風口、第一出風口、第二出風口及び第三出風口を備え、
該第一ファンと第二ファンは共にケース内に配置し、
該蒸発器は第一ファンと第一進風口との間に配置し、
該コンデンサーは第二ファンと第二進風口との間に配置し、
該ダクト組は該第一ファン、該第二ファン、該第一出風口、該第二出風口、該第三出風口
と該コンデンサーとに連接し、しかも該スイッチゲート組はダクト組を開放或いは閉鎖す
る。
　本発明の一実施形態中において、ダクト組は第一ダクト、第二ダクト、第三ダクト、第
四ダクト及び第五ダクトを備え、
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該第一ダクトは第一ファンと第一出風口とに連接し、
該第二ダクトは第一ファンと第二出風口とに連接し、
該第三ダクトは第一ファンとコンデンサーとに連接し、
該第四ダクトは第二ファンと第一出風口とに連接し、
該第五ダクトは第二ファンと第三出風口とに連接し、
しかも該スイッチゲート組は第一ダクト、第二ダクト、第三ダクト、第四ダクトと第五ダ
クトを開放或いは閉鎖し、
本発明の実施形態中において、上記した第一ファンは遠心ファンで、しかも第二ファンも
また遠心ファンで、
本発明の実施形態中において、上記したスイッチゲート組は第一スイッチゲート、第二ス
イッチゲート及び第三スイッチゲートを備え、
該第一スイッチゲートは第一ダクトを開放或いは閉鎖し、
しかも該第二スイッチゲートは第二ダクトを開放或いは閉鎖し、
該第三スイッチゲートは第三ダクトを開放或いは閉鎖する。
　本発明の実施形態中において、上記したスイッチゲート組はさらに第四スイッチゲート
を備え、
該第四スイッチゲートが該第四ダクトを開放する時、該第四スイッチゲートは同時に該第
五ダクトを閉鎖し、しかも該第四スイッチゲートが該第四ダクトを閉鎖する時、該第四ス
イッチゲートは同時に該第五ダクトを開放する。
　さらに、該スイッチゲート組はまた第四スイッチゲートと第五スイッチゲートを備え、
該第四スイッチゲートは第四ダクトを開放或いは閉鎖し、しかも第五スイッチゲートは第
五ダクトを開放或いは閉鎖する。
　本発明の実施形態中において、上記した除湿機が除湿モードにある時には、第一スイッ
チゲートは第一ダクトを閉鎖し、第二スイッチゲートは第二ダクトを閉鎖し、しかも第三
スイッチゲートは第三ダクトを開放し、第四スイッチゲートは第四ダクトを開放し、同時
に第五ダクトを閉鎖する。
　さらに、外界の空気は第一進風口より蒸発器に進入し、冷気（Ｃｏｌｄ ａｉｒ）を形
成し、冷気は第一ファンにより第三ダクトへ送られ、コンデンサーに進入し、しかも冷気
はコンデンサーを冷却後、第二ファンにより第四ダクトへ送られ、第一出風口より外界へ
と放出され、
外界の空気は第二進風口よりコンデンサーに進入し、熱気（Ｈｏｔ ａｉｒ）を形成し、
熱気は第二ファンにより第四ダクトへ送られ、第一出風口より外界へと放出される。
本発明の実施形態中において、上記した除湿機が冷房モードである時には、第一スイッチ
ゲートは第一ダクトを開放し、第二スイッチゲートは第二ダクトを閉鎖し、しかも第三ス
イッチゲートは第三ダクトを閉鎖し、第四スイッチゲートは第四ダクトを閉鎖し、同時に
第五ダクトを開放する。
　さらに、外界の空気は第一進風口より蒸発器に進入し、冷気を形成し、冷気は第一ファ
ンにより第一ダクトへ送られ、第一出風口より外界へと放出され、外界の空気は第二進風
口よりコンデンサーに進入し、熱気を形成し、熱気は第二ファンにより第五ダクトへ送ら
れ、第三出風口より外界へと放出される。
　本発明の実施形態中において、上記した除湿機が暖房モードである時、第一スイッチゲ
ートは第一ダクトを閉鎖し、第二スイッチゲートは第二ダクトを開放し、しかも第三スイ
ッチゲートは第三ダクトを閉鎖し、第四スイッチゲートは第四ダクトを開放し、同時に第
五ダクトを閉鎖する。
　さらに、外界の空気は第一進風口より蒸発器に進入し、冷気を形成し、冷気は第一ファ
ンにより第二ダクトへ送られ、第二出風口より外界へと放出され、外界の空気は第二進風
口よりコンデンサーへ送られ、熱気を形成し、熱気は第二ファンにより第四ダクトへ送ら
れ、第一出風口より外界へと放出される。
　本発明の実施形態中において、上記した除湿機はさらに第一導風管、第二導風管及び第
三導風管を備え、
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該第一導風管は第一出風口に連接し、該第二導風管は第二出風口に連接し、しかも該第三
導風管は第三出風口に連接する。
　本発明の実施形態中において、上記した除湿機はさらに貯水槽を備え、該貯水槽は蒸発
器上に凝結する水滴を収集し、貯水槽が満水になると、除湿機は自動的に運転を停止する
。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の実施形態による除湿機においては、多数のダクトに多数のスイッチゲートを組
み合わせることで、コンデンサーと蒸発器を通過後の外界空気の風向は制御、導引され、
これにより適当な冷気或いは熱気が特定の出風口から排出され、冷暖房の効果を達成する
ことができる。これら機能を増設することにより、本発明の一実施形態による除湿機はオ
ールシーズン使用可能な製品となる。さらに、本発明の実施形態による除湿機は、構造を
コンパクトにし、また個人向け空調を達成することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下に図面を参照しながら本発明を実施するための最良の形態について詳細に説明する
。図３は本発明実施形態による除湿機のブロックチャートであり、図４、５は図３に示す
除湿機の異なる視角からの立体透視図である。図３から図５に示すように、本発明の実施
形態による除湿機３００はケース３１０、第一ファン３２０、第二ファン３３０、冷凍循
環モジュール３４０、ダクト組（図示なし）及びスイッチゲート組（図示なし）を含む。
冷凍循環モジュール３４０は蒸発器３４２、コンデンサー３４４、圧縮ユニット３４６及
び膨脹ユニット３４８を備える。圧縮ユニット３４６と膨脹ユニット３４８はそれぞれ蒸
発器３４２とコンデンサー３４４との間に連接し、これにより冷媒は順番に在圧縮ユニッ
ト３４６、コンデンサー３４４、膨脹ユニット３４８及び蒸発器３４２の間において封鎖
運行する。さらに、ダクト組は第一ダクト３５０ａ、第二ダクト３５０ｂ、第三ダクト３
５０ｃ、第四ダクト３５０ｄ及び第五ダクト３５０ｅを備える。
【００１２】
　図４、５を参照することで、容易に理解可能なことだが、図３は各構成部材の間の相対
関係と位置を示すのみで、構成部材の実際の位置を表すものではない。さらに、本発明の
精神はこれら構成部材の相対関係にあり、これら構成部材の実際の位置を制限するもので
はない。該項技術の習熟者は以下の説明に基づき、いくらかの調整を加えることができる
が、それらもすべて本発明の範囲に含むものである。
【００１３】
　熱力学原理によれば、冷媒はコンデンサー３４４を高温の状態とし、これにより蒸発器
３４２は低温の状態となり、熱交換分離の効果を達成する。このようにして、空気が蒸発
器３４２を通過する時、空気の温度が露点以下まで下がるため、空気中の水分は蒸発器３
４２表面において凝結し水滴となり滴下し、これにより、除湿の効果を達成する。さらに
、空気は蒸発器３４２を通過後、蒸発器３４２により温度が下がり、冷気のソースとなる
。これに対して、空気はコンデンサー３４４を通過後、コンデンサー３４４により温度が
上がり、熱気のソースとなる。よって、本発明は適当なダクトの導引により、除湿機３０
０に除湿、冷房、暖房の機能を持たせることができる。
【００１４】
　図３から図５に示すように、ケース３１０は第一進風口３１１、第二進風口３１２、第
一出風口３１３、第二出風口３１４及び第三出風口３１５を備える。外界の空気は第一進
風口３１１と第二進風口３１２より、ケース３１０内に進入し、第一出風口３１３、第二
出風口３１４と第三出風口３１５より外界へと放出される。本実施形態中において、第一
出風口３１３は特定の冷気或いは暖かい空気を排出し、第二出風口３１４と第三出風口３
１５はそれの反対の空気（冷気或いは暖かい空気）を排出する。さらに、第一出風口３１
３は習慣に従い、ケース３１０の上壁に開設し、第二出風口３１４と第三出風口３１５は
それぞれケース３１０の左右側壁に開設し、しかも第一進風口３１１と第二進風口３１２
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はケース３１０の前側壁に開設するが、本発明はこれら進風口或いは出風口の位置を限定
するものではない。
【００１５】
　上記したように、第一ファン３２０と第二ファン３３０は共に遠心ファンで、ケース３
１０内に配置し、蒸発器３４２は第一ファン３２０と第一進風口３１１との間に配置し、
コンデンサー３４４は第二ファン３３０と第二進風口３１２との間に配置する。このよう
にして、第一ファン３２０は外界の空気を第一進風口３１１より吸入し、蒸発器３４２を
通過させ、しかも第二ファン３３０は外界の空気を第二進風口３１２より吸入し、コンデ
ンサー３４４を通過させる。蒸発器３４２は低温の状態であり、しかもコンデンサー３４
４は高温の状態であるため、外界の空気は蒸発器３４２とコンデンサー３４４を通過後、
それぞれ冷気Ｃと熱気Ｈを形成する。前記したように、外界の空気の水分は蒸発器３４２
表面において凝結し水滴となり滴下するため、冷気Ｃの湿度は低くなり、除湿の効果を達
成することができる。
【００１６】
　冷気Ｃと熱気Ｈはそれぞれ第一ファン３２０と第二ファン３３０に進入し、本発明の特
徴の一つである適当な設計のダクト組により冷気Ｃと熱気Ｈを導引し、特定の出風口より
排出する。すなわち、第一ダクト３５０ａは第一ファン３２０と第一出風口３１３とに連
接し、第二ダクト３５０ｂは第一ファン３２０と第二出風口３１４とに連接し、第三ダク
ト３５０ｃは第一ファン３２０とコンデンサー３４４とに連接し、第四ダクト３５０ｄは
第二ファン３３０と第一出風口３１３とに連接し、第五ダクト３５０ｅは第二ファン３３
０と第三出風口３１５とに連接する。スイッチゲート組は第一ダクト３５０ａ、第二ダク
ト３５０ｂ、第三ダクト３５０ｃ、第四ダクト３５０ｄと第五ダクト３５０ｅを開放或い
は閉鎖する。本実施形態において、スイッチゲート組は第一スイッチゲート３６０ａ、第
二スイッチゲート３６０ｂ、第三スイッチゲート３６０ｃ及び第四スイッチゲート３６０
ｄを備える。
【００１７】
　第一スイッチゲート３６０ａ、第二スイッチゲート３６０ｂと第三スイッチゲート３６
０ｃはそれぞれ単独で第一ダクト３５０ａ、第二ダクト３５０ｂと第三ダクト３５０ｃを
開放或いは閉鎖し、第四スイッチゲート３６０ｄは第四ダクト３５０ｄと第五ダクト３５
０ｅの内の１個を開放し、同時に反対の１個を閉鎖する。第四スイッチゲート３６０ｄが
第四ダクト３５０ｄを開放する時、第四スイッチゲート３６０ｄは同時に、第五ダクト３
５０ｅを閉鎖する。しかも第四スイッチゲート３６０ｄが第四ダクト３５０ｄを閉鎖する
時、第四スイッチゲート３６０ｄは同時に第五ダクト３５０ｅを開放する。
【００１８】
　これらダクトとスイッチゲートの設計により冷気Ｃと熱気Ｈを導引し、除湿機３００は
多種の機能を備えることができる。以下に、それぞれに図を合わせ詳細に解説する。前記
したダクト組のダクト配置方式は一実施形態に過ぎず、該項技術の習熟者は前記に基づき
、これらダクトの連接関係に修正を加えることができるが、これらもすべて本発明の範囲
に含むものとする。
【００１９】
　図６、７は図３に示す除湿機において、除湿モードを示すブロックチャートであり、図
８、９はそれぞれ図６に示す除湿モードを行う除湿機の断面図と立体透視図である。図６
から図９に示すように、除湿機３００が除湿モードである時、スイッチゲート組は以下の
ように設定することができる。すなわち、第一スイッチゲート３６０ａは第一ダクト３５
０ａを閉鎖し、第二スイッチゲート３６０ｂは第二ダクト３５０ｂを閉鎖し、しかも第三
スイッチゲート３６０ｃは第三ダクト３５０ｃを開放し、第四スイッチゲート３６０ｄは
第四ダクト３５０ｄを開放し、同時に第五ダクト３５０ｅを閉鎖する。
【００２０】
　冷気Ｃについては（図６参照）、第一ダクト３５０ａと第二ダクト３５０ｂが共に閉鎖
されているため、冷気Ｃは第一ファン３２０により第三ダクト３５０ｃへと吸入され、コ
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ンデンサー３４４に進入し、コンデンサー３４４を冷却する。続いて、第五ダクト３５０
ｅが閉鎖されているため、冷気Ｃは温度が上昇しコンデンサー３４４を通過後、第二ファ
ン３３０により第四ダクト３５０ｄに送られ、第一出風口３１３より外界へと放出される
。熱気Ｈについては（図７参照）、第五ダクト３５０ｅが閉鎖されているため、熱気Ｈは
直接第二ファン３３０により第四ダクト３５０ｄへと送られ、第一出風口３１３から外界
へと放出される。つまり、冷気Ｃは熱気Ｈと混合され、一緒に第二ファン３３０により第
四ダクト３５０ｄへと送られ、第一出風口３１３より外界へと放出される。
【００２１】
　図３、図６、図７に示すように、外界の空気の水分は蒸発器３４２表面において凝結し
水滴となり滴下するため、本実施形態による除湿機３００は、ケース３１０内にさらに貯
水槽３７０を増設し、これら水滴を集める。さらに、貯水槽３７０が満水になると、除湿
機３００は自動的に運転を停止する。これにより溢れた水が除湿機３００中の構成部材を
濡らし、除湿機３００が損壊する状況の発生を回避することができる。
【００２２】
　他の実施形態中では、除湿機は貯水槽を設置しなくても良い。その場合には、水流導管
の方式で蒸発器表面上の水滴を集め、水流導管中の水をシンク（ｓｉｎｋ）へと排出する
。このようにすることにより、除湿機は持続運転が可能で、しかも満水の心配をする必要
もない。
【００２３】
　図１０は図３に示す本発明一実施形態による除湿機において、冷房モードを示すブロッ
クチャートであり、図１１、１２はそれぞれ図１０に示す冷房モードを行う本発明一実施
形態による除湿機の断面図と立体透視図である。図１０から図１２に示すように、除湿機
３００が冷房モードである時には、スイッチゲート組は以下のように設定することができ
る。すなわち、第一スイッチゲート３６０ａは第一ダクト３５０ａを開放し、第二スイッ
チゲート３６０ｂは第二ダクト３５０ｂを閉鎖し、しかも第三スイッチゲート３６０ｃは
第三ダクト３５０ｃを閉鎖し、第四スイッチゲート３６０ｄは第四ダクト３５０ｄを閉鎖
し、同時に第五ダクト３５０ｅを開放する。
【００２４】
　冷気Ｃについては、第二ダクト３５０ｂと第三ダクト３５０ｃが共に閉鎖されているた
め、冷気Ｃは直接第一ファン３２０により第一ダクト３５０ａへと送られ、第一出風口３
１３から外界へと放出される。熱気Ｈについては、第四ダクト３５０ｄは閉鎖されている
ため、熱気Ｈは第二ファン３３０により第五ダクト３５０ｅへと送られ、第三出風口３１
５より外界へと放出される。このようにして、本実施形態は熱交換の方式を利用し、外界
の空気を必要とする冷気Ｃと反対の空気（熱気Ｈ）に分離する。
【００２５】
　上記したように、本実施形態による除湿機３００はさらに第一導風管（図示なし）と第
三導風管（図示なし）を増設することができる。第一導風管は第一出風口３１３に連接し
、冷気Ｃを特定のエリア（寝室等）に送り、しかも第三導風管は第三出風口３１５に連接
し、熱気Ｈを他のエリア（屋外等）に排出する。これにより局部の温度が低下した環境を
達成する。
【００２６】
　温帯或いは寒帯地域では、人が汗をかくほどの暑さを感じるのは、一年の内の数日或い
は一、二ヶ月だけである。そのため、この地区に暮らす消費者が、この数日のためにクー
ラーを設置するのは非常に不経済である。しかし、この地域の消費者でも、除湿機はやは
り必要であり、特に、移動式の除湿機は屋内の様々な場所で除湿を行うことができる。す
なわち、本発明の一実施形態による除湿機３００は、このタイプの消費者のニーズを満た
すことができ、暑い季節の特定の数日に冷房モードで使用すれば、短い夏を乗り切ること
ができる。
【００２７】
　さらに、ある室内では、使用者は除湿機３００の第一出風口３１３を自分に向け、除湿
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機３００の第三出風口３１５を他の方向へ向ける。このようにすれば、部屋全体の温度は
上昇しても、使用者は第一出風口３１３から吹いて来る冷気Ｃを直接受け、涼しげな快適
さを感じることができ、これによりエリア区画の効果を達成することができる。
【００２８】
　図１３は図３に示す本発明一実施形態による除湿機において、暖房モードを示すブロッ
クチャートであり、図１４、図１５はそれぞれ図１３の暖房モードにおいての除湿機の断
面図と立体透視図である。内、暖房モードと冷房モードは相対的な組立て形態である。図
１３から図１５に示すように、除湿機３００が暖房モードである時には、スイッチゲート
組は以下のように設定することができる。すなわち、第一スイッチゲート３６０ａは第一
ダクト３５０ａを閉鎖し、第二スイッチゲート３６０ｂは第二ダクト３５０ｂを開放し、
しかも第三スイッチゲート３６０ｃは第三ダクト３５０ｃを閉鎖し、第四スイッチゲート
３６０ｄは第四ダクト３５０ｄを開放し、同時に第五ダクト３５０ｅを閉鎖する。
【００２９】
　冷気Ｃについては、第一ダクト３５０ａと第三ダクト３５０ｃは共に閉鎖されているた
め、冷気Ｃは直接第一ファン３２０により第二ダクト３５０ｂへと送られ、第二出風口３
１４から外界へと放出される。熱気Ｈについては、第五ダクト３５０ｅが閉鎖されている
ため、熱気Ｈは第二ファン３３０により第四ダクト３５０ｄへと送られ、第一出風口３１
３から外界へと放出される。
【００３０】
　前記に類似し、本実施形態による除湿機３００は、さらに第一導風管と第二導風管（図
示なし）を増設することができる。第一導風管は第一出風口３１３に連接し、熱気Ｈを特
定のエリア（寝室等）に送る。しかも第二導風管は第二出風口３１４に連接し、冷気Ｃを
他のエリア（屋外等）に排出する。これにより局部の温度が低下した環境を達成する。
【００３１】
　熱帯或いは亜熱帯地域では、人が暖房が恋しいほどの寒さを感じるのは、一年の内の数
日或いは一、二ヶ月だけである。そのため、このような地域に暮らす消費者がこの数日の
ために、暖房機を購入するのは非常に不経済である。しかし、本発明の一実施形態による
除湿機３００であれば、このタイプの消費者のニーズに応えることができる。寒冷な季節
の特定の数日に暖房モードで使用し、短い冬を乗り切ることができる。
【００３２】
　さらに、室内においては、使用者は除湿機３００の第一出風口３１３を直接自分に向け
、除湿機３００の第二出風口３１４を他の方向へ向ける。このようにして、使用者は第一
出風口３１３より吹いて来る熱気Ｃから直接暖かい快適さを感じることができ、これによ
りエリア区画の効果を達成する。
【００３３】
　本実施形態による除湿機３００は伝統的な習慣に基づき、主要な出風口（第一出風口３
１３）をケース３１０上に開設し、主要な特定空気（冷気Ｃ或いは熱気Ｈ）を放出し、相
対に、空気は他の出風口（第二出風口３１４、第三出風口３１５）から排出する。これに
より操作の利便性を提供することができる。
【００３４】
　図１０の冷房モードと図１３の暖房モードを比較すると、両者は相対の方式であること
が分かる。つまり、冷房モードでは、使用者は第一導風管と第三導風管の配置を置換し、
熱気Ｈを特定のエリア（寝室等）に送り、冷気Ｃを他のエリア（屋外等）に排出し、暖房
の効果を達成する。反対に、暖房モード中では、使用者は第一導風管と第二導風管の配置
を置換し、冷気Ｃを特定のエリア（寝室等）に送り、熱気Ｈを他のエリア（屋外等）に排
出し、冷房の効果を達成する。このようにして、本発明は除湿機の構造をさらにシンプル
にすることができる。以下に、さらに別の実施形態を示し、図を合わせ説明する。説明の
便のため、相同機能の構成部材には、相同の符号を続けて用いる。
【００３５】
　図１６は本発明の別の一実施形態による除湿機のブロックチャートである。図１６に示
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すように、本実施形態による除湿機７００と上記した除湿機３００（図３参照）は類似し
ている。その差異は、除湿機７００のケース７１０に開設する出風口は第一出風口７１３
と第二出風口７１４の２個だけで、しかも除湿機７００のダクト組のダクトは第一ダクト
７５０ａ、第二ダクト７５０ｂ、第三ダクト７５０ｃの３個だけである点である。第一ダ
クト７５０ａは第一ファン３２０と第一出風口７１３とに連接し、第二ダクト７５０ｂは
第一ファン３２０とコンデンサー３４４とに連接し、しかも第三ダクト７５０ｃは第二フ
ァン３３０と第二出風口７１４とに連接する。
【００３６】
　さらに、スイッチゲート組は２個のスイッチゲートを備え、それぞれ第一スイッチゲー
ト７６０ａと第二スイッチゲート７６０ｂで、第一スイッチゲート７６０ａと第二スイッ
チゲート７６０ｂはそれぞれ第一ダクト７５０ａと第二ダクト７５０ｂを開放或いは閉鎖
し、第三ダクト７５０ｃにはスイッチゲートを設置しない。
【００３７】
　除湿機７００が除湿モードである時には、第一スイッチゲート７６０ａは第一ダクト７
５０ａを閉鎖し、第二スイッチゲート７６０ｂは第二ダクト７５０ｂを開放する。このよ
うにして、冷気Ｃであろうと、熱気Ｈであろうと最終的には、第二ファン３３０により第
三ダクト７５０ｃに送られ、第二出風口７１４から外界へと放出される。
【００３８】
　除湿機７００が冷房或いは暖房モードである時には、第一スイッチゲート７６０ａは第
一ダクト７５０ａを開放し、第二スイッチゲート７６０ｂは第二ダクト７５０ｂを閉鎖す
る。
　このようにして、第一出風口７１３は冷気Ｃを排出し、しかも第二出風口７１４は熱気
Ｈを排出し、使用者は上記した第一導風管と第二導風管だけを使用し、必要な冷気Ｃ或い
は熱気Ｈを導引、送出することができ、反対の空気は他のエリアへと排出する。該項技術
の習熟者は、前記説明に基づき、除湿機の構成部材の配置にいくらかの修正を加えること
ができるが、それらもすべて本発明の範囲に含まれる。
【００３９】
　図３に示すように、本実施形態のスイッチゲート組は４個のスイッチゲートを備えるが
、本発明はスイッチゲートの数量と配置方式を限定するものではない。例えば、スイッチ
ゲート組は５個のスイッチゲートを備え、それぞれは第一スイッチゲート、第二スイッチ
ゲート、第三スイッチゲート、第四スイッチゲート及び第五スイッチゲートで、第一～五
スイッチゲートはそれぞれ第一～五ダクトを開放或いは閉鎖する。前記のスイッチゲート
は可動式のウィンドウスクリーン構造であるが、本発明はスイッチゲートの種類を制限す
るものではない。
【００４０】
　本発明の実施形態による除湿機は、少なくとも以下の特徴を備える。
１．本発明は伝統的な除湿機の構造を改変し、除湿機能の他に、冷房と暖房の機能を持た
せることができるため、市場においては除湿機能のみの除湿機と差別化することができ、
除湿機製品の機能性を増強し、製品価値を高めることができる。
２．本発明の冷暖機能を備える除湿機は、機能性増強と製品価値向上の長所を備え、さら
に雨季には除湿を、夏季には冷房を、冬季には暖房を提供することができるため、オール
シーズン使用可能な製品となる。しかもコンパクトであるため、個人向け空調を達成する
ことができ、大型空調設備の運転によるエネルギーの浪費を回避することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】公知の冷凍循環システムのブロックチャートである。
【図２】公知の除湿機のブロックチャートである。
【図３】本発明実施形態による除湿機のブロックチャートである。
【図４】図３に示す本発明実施形態による除湿機の異なる視角からの立体透視図である。
【図５】図３に示す本発明実施形態による除湿機の異なる視角からの立体透視図である。
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【図６】図３に示す本発明実施形態による除湿機において、除湿モードを示すブロックチ
ャートである。
【図７】図３に示す本発明実施形態による除湿機において、除湿モードを示すブロックチ
ャートである。
【図８】図６に示す除湿モードを行う本発明実施形態による除湿機の断面図である。
【図９】図６に示す除湿モードを行う本発明実施形態による除湿機の立体透視図である。
【図１０】図３に示す本発明実施形態による除湿機において、冷房モードを示すブロック
チャートである。
【図１１】図１０に示す冷房モードを行う本発明実施形態による除湿機の断面図である。
【図１２】図１０に示す冷房モードを行う本発明実施形態による除湿機の立体透視図であ
る。
【図１３】図３に示す本発明実施形態による除湿機において、暖房モードを示すブロック
チャートである。
【図１４】図１３に示す暖房モードを行う本発明実施形態による除湿機の断面図である。
【図１５】図１３に示す暖房モードを行う本発明実施形態による除湿機の立体透視図であ
る。
【図１６】本発明の別の実施形態による除湿機のブロックチャートである。
【符号の説明】
【００４２】
１００　冷凍循環システム
１１０、２２２　蒸発器
１２０、２２４　コンデンサー
１３０、２２６　圧縮ユニット
１４０、２２８　膨脹ユニット
２００　除湿機
２１０　ケース　
２１２　進風口　
２１４　出風口
２２０　冷凍循環モジュール
２３０　遠心ファン
２４０　貯水槽
３００、７００　除湿機
３１０、７１０　ケース
３１１　第一進風口
３１２　第二進風口
３１３、７１３　第一出風口
３１４、７１４　第二出風口
３１５　第三出風口
３２０　第一ファン
３３０　第二ファン
３４０　冷凍循環モジュール
３４２　蒸発器
３４４　コンデンサー
３４６　圧縮ユニット　
３４８　膨脹ユニット
３５０ａ、７５０ａ　第一ダクト
３５０ｂ、７５０ｂ　第二ダクト
３５０ｃ、７５０ｃ　第三ダクト
３５０ｄ　第四ダクト
３５０ｅ　第五ダクト
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３６０ａ、７６０ａ　第一スイッチゲート
３６０ｂ、７６０ｂ　第二スイッチゲート
３６０ｃ　第三スイッチゲート
３６０ｄ　第四スイッチゲート
３７０　貯水槽
Ｃ　冷気
Ｈ　熱気

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(14) JP 2010-64062 A 2010.3.25

【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】
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